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週休２日制工事 掲示例 

 

 

 

 

週休２日 



                                   （別紙３） 
              土木系工事補正率 

次に掲げる補正係数を乗じた補正を行うものとする。なお、現場作業を

伴わない工場製作に係る費用については、補正の対象としないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   （別紙４） 
              建築系工事補正率 

(1) 複合単価 
   複合単価の労務単価は、公共工事設計労務単価に補正係数を乗じて補正

する。 
①月単位の週休２日工事（４週８休以上）  1.04 
②通期の週休２日工事（４週８休以上）   1.02 
※交通誘導警備員の労務単価も同様に補正すること。 

 
(2) 市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格 

    市場単価と補正市場単価は、表１、表２及び表３（以下「各表」という。）

の補正率を用いた以下の式により補正する。 
   【新営工事】 
    ・市場単価 × 新営補正率 
    ・補正市場単価 × 新営補正率 
   【全館無人改修及び執務並行改修（施工の作業効率の影響が無い場合）】 
    ・市場単価 × 新営補正率 
    ・補正市場単価 × 新営補正率 
   【執務並行改修（施工の作業効率が悪くなる場合）】 
    ・市場単価 × 改修補正率 
    ・補正市場単価 × 改修補正率 
     

物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合は、掲

載価格を各表の補正率を用いた以下の式により補正する。 
   【新営工事及び全館無人改修】 
    ・物価資料の掲載価格 × 新営補正率 
   【執務並行改修】 
    ・物価資料の掲載価格 × 改修補正率 

 
 
 
 

 



（別紙４） 
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（別紙５） 
「農林水産省 土地改良工事積算基準」及び「愛知県 土地改良事業等請負工事積算基準」
を適用する工事 
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（別紙６） 
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